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は
じ
め
に

　

高
市
総
理
は
3
月
19
日
（
日
本
時
間
：
20
日
）
ワ
シ
ン
ト
ン
で
日
米

首
脳
会
談
を
行
い
、
た
い
へ
ん
厳
し
い
国
際
情
勢
下
に
お
い
て
、
両
首

脳
が
強
固
な
日
米
同
盟
の
姿
を
内
外
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
ト
ラ
ン

プ
大
統
領
の
対
応
如
何
で
は
日
米
同
盟
に
亀
裂
が
入
る
可
能
性
が
懸
念

さ
れ
、
同
時
に
平
成
27
年
に
成
立
し
た
我
が
国
の
平
和
安
全
保
障
法
制

に
は
、
ま
だ
ま
だ
課
題
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

本
稿
で
は
会
談
の
意
義
と
日
本
の
憲
法
・
安
全
保
障
体
制
の
課
題
に

つ
い
て
述
べ
た
い
。

緊
迫
し
た
中
東
情
勢
と
日
米
首
脳
会
談
の
論
点

　

今
回
の
会
談
の
目
的
は
、
両
首
脳
間
で
ゆ
る
ぎ
な
い
日
米
の
結
束
を

改
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
外
交
、
安
全
保
障
、
経
済
安
全
保
障
を

含
む
幅
広
い
分
野
で
の
日
米
協
力
を
一
層
推
進
し
、
日
米
同
盟
の
新
た

な
歴
史
を
切
り
開
く
機
会
と
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し

2
月
28
日
、
米
国
・
イ
ス
ラ
エ
ル
が
共
同
で
イ
ラ
ン
に
攻
撃
開
始
し
、

最
高
指
導
者
ハ
メ
ネ
イ
師
な
ど
を
殺
害
、
核
施
設
等
を
破
壊
す
る
行
動

に
出
た
こ
と
か
ら
、
イ
ラ
ン
に
対
す
る
作
戦
を
遂
行
中
の
首
脳
会
談
で

あ
っ
た
。
攻
撃
開
始
か
ら
1
か
月
以
上
が
経
ち
、
米
国
と
イ
ラ
ン
は
4

月
8
日
、
2
週
間
の
停
戦
で
合
意
し
た
が
、
未
だ
に
戦
闘
の
終
結
は
見

通
せ
な
い
。

　

日
本
の
原
油
は
大
半
を
中
東
諸
国
に
依
存
し
、
全
輸
入
量
の
93
％
が

事
実
上
封
鎖
状
態
の
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
を
経
由
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一

日
も
早
く
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
の
安
全
通
行
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ

る
。

　

今
回
の
日
米
首
脳
会
談
で
は
、
同
盟
国
米
国
が
始
め
た
攻
撃
に
よ
り
、

日
本
に
と
っ
て
死
活
的
に
重
要
な
原
油
の
輸
入
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る

現
実
を
踏
ま
え
、
比
較
的
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
イ
ラ
ン
と
の
間
に
立

つ
日
本
と
し
て
の
姿
勢
が
、
世
界
的
に
も
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

会
談
直
前
の
最
大
の
懸
案
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
か
ら
ホ
ル
ム
ズ
海
峡

へ
の
自
衛
隊
の
艦
船
派
遣
の
要
請
が
あ
る
か
、
高
市
総
理
は
こ
れ
に
ど

う
応
え
る
か
で
あ
り
、
高
市
総
理
の
発
言
に
世
界
が
注
目
し
て
い
た
。

対
応
如
何
に
よ
っ
て
は
両
首
脳
間
に
亀
裂
が
入
る
こ
と
を
日
本
と
し
て

は
最
も
懸
念
し
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
高
市
総
理
は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
に
寄
り
添
う
姿
勢

を
示
し
、
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
で
の
タ
ン
カ
ー
護
衛
の
た
め
の
海
上
自
衛
隊

艦
船
派
遣
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
の
制
約
、
国
内
法
上
の
制
約
が
あ
り
、

で
き
る
こ
と
・
で
き
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
具
体
的
に
は

踏
み
込
ま
ず
可
能
な
貢
献
を
す
る
意
向
を
伝
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
納
得
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
盟

国
の
宰
相
に
対
し
表
立
っ
た
反
論
は
せ
ず
一
定
の
理
解
を
示
し
た
。「
北

太
平
洋
条
約
機
構
（
N
A
T
O
）
は
非
協
力
的
だ
。
日
本
は
N
A
T
O

と
は
違
う
」
と
評
価
し
、
会
談
直
前
に
日
本
が
「
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
の
安

全
な
航
行
に
貢
献
す
る
」
と
い
う
英
仏
独
伊
蘭
日
計
6
か
国
の
共
同
声

明
を
発
出
し
た
こ
と
も
あ
り
、「
日
本
に
（
支
援
の
）
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ

プ
を
期
待
し
て
い
る
」
と
も
述
べ
た
。
会
談
は
和
や
か
な
雰
囲
気
で
進

み
、
懸
念
さ
れ
た
亀
裂
は
生
じ
る
こ
と
な
く
成
功
裏
に
終
わ
っ
た
こ
と

を
ひ
と
ま
ず
喜
び
た
い
。
さ
ら
に
両
首
脳
が
強
固
な
日
米
同
盟
の
姿
を

日
米
首
脳
会
談
か
ら
見
え
て
き
た
憲
法
・
安
保
法
制

の
課
題

理
事
長　
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内
外
に
示
し
た
こ
と
は
高
市
総
理
の
人
間
性
、
努
力
、
外
交
力
で
あ
り

大
い
に
評
価
し
た
い
。

　

一
方
で
、
イ
ラ
ン
情
勢
と
総
理
訪
米
は
日
本
が
抱
え
る
課
題
を
浮
き

彫
り
に
し
た
。
総
理
は
、
現
憲
法
や
安
全
保
障
関
連
法
で
は
自
衛
隊
の

海
外
派
遣
は
依
然
と
し
て
多
く
の
制
約
が
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
た

上
で
、
不
本
意
な
が
ら
日
本
の
立
場
へ
の
理
解
を
求
め
た
と
思
わ
れ
る
。

高
市
総
理
は
艦
船
の
派
遣
に
消
極
的
な
理
由
に
、
憲
法
や
国
内
法
を
挙

げ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
日
本
以
外
の
普
通
の
国
で
は
、
軍
隊
の
海
外

派
遣
は
政
府
が
国
際
情
勢
や
国
益
、
世
論
な
ど
を
考
慮
し
て
、
政
治
的

判
断
で
行
う
。
し
か
し
日
本
で
は
法
律
の
適
用
問
題
ば
か
り
が
極
め
て

熱
心
に
論
じ
ら
れ
、
そ
も
そ
も
派
遣
が
必
要
か
否
か
と
い
う
本
質
的
問

題
の
検
討
や
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
も
、
今
の
安
全
保
障
法

制
下
に
お
い
て
、
海
外
ま
し
て
交
戦
地
域
・
海
域
へ
の
艦
船
等
の
派
遣

に
は
賛
成
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
状
況
が
継
続
し
、
原
油
の
枯
渇
が

危
ぶ
ま
れ
る
前
に
、
日
本
向
け
の
自
国
タ
ン
カ
ー
等
の
防
護
の
た
め
、

自
衛
隊
艦
船
等
の
派
遣
に
つ
い
て
議
論
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

原
油
の
安
定
確
保
と
安
全
保
障
法
制
の
整
備

　

中
東
か
ら
の
原
油
の
輸
入
は
日
本
の
経
済
に
死
活
的
に
重
要
で
あ

る
。
日
本
の
タ
ン
カ
ー
が
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
を
通
過
で
き
ず
に
、
原
油
の

備
蓄
が
尽
き
れ
ば
、
日
本
の
存
立
は
危
う
い
。
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
が
封
鎖

さ
れ
て
い
る
状
況
で
自
衛
隊
が
で
き
る
こ
と
は
、
設
置
法
の
「
調
査
・

研
究
」
を
根
拠
と
す
る
情
報
取
集
・
警
戒
監
視
で
あ
る
が
、
護
衛
・
掃

海
を
す
る
に
は
、
隊
法
等
の
個
別
根
拠
を
必
要
と
す
る
。
存
立
危
機
事

態
設
定
下
で
は
、「
武
力
行
使
」
は
可
能
だ
が
、
設
定
そ
の
も
の
の
ハ
ー

ド
ル
が
高
く
、
か
つ
武
力
行
使
の
要
件
も
あ
る
。
以
前
か
ら
同
海
峡
の

タ
ン
カ
ー
の
安
全
通
行
問
題
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
平
和
安
全

法
制
を
成
立
さ
せ
た
が
、
本
質
的
な
と
こ
ろ
に
課
題
が
あ
っ
た
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

　

原
油
の
中
東
依
存
度
を
低
減
す
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
が
、

す
ぐ
に
は
対
応
で
き
な
い
。
原
油
を
始
め
契
約
に
基
づ
き
海
外
か
ら
輸

入
し
よ
う
と
し
て
い
る
資
源
は
国
民
の
財
産
で
あ
る
。
平
時
・
有
事
を

問
わ
ず
国
家
、
国
民
の
生
活
、
財
産
を
守
る
の
は
自
衛
隊
の
使
命
で
あ

る
。
ま
た
、
日
本
が
米
国
を
始
め
国
際
社
会
に
対
し
、
鎮
静
化
へ
外
交

努
力
を
続
け
て
い
く
の
は
当
然
だ
が
、
海
自
の
艦
艇
派
遣
問
題
が
な
く

な
る
わ
け
で
は
な
い
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
更
な
る
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

も
期
待
し
て
い
る
と
述
べ
、
イ
ラ
ン
情
勢
が
長
期
化
し
て
「
機
雷
の
敷

設
」
や
戦
争
の
長
期
化
な
ど
最
悪
の
事
態
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
各
国

海
軍
に
よ
る
掃
海
や
タ
ン
カ
ー
護
衛
が
必
要
に
な
る
可
能
性
は
ゼ
ロ
で

は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
も
な
お
、
日
本
は
掃
海
艇
の

派
遣
を
断
っ
た
り
、
自
国
向
け
の
タ
ン
カ
ー
護
衛
を
外
国
に
依
存
す
る

の
か
。
も
し
米
国
や
関
係
国
が
断
っ
て
き
た
場
合
に
は
ど
う
す
る
か
。

今
か
ら
で
も
海
自
艦
艇
や
、
掃
海
部
隊
の
派
遣
の
検
討
、
準
備
も
進
め

て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
武
器
の
使
用
や
武
力
行
使
、

集
団
的
自
衛
権
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
自
衛
隊
の
足
か
せ
に
な
っ
て
い
る
現

憲
法
の
改
正
、
あ
る
い
は
憲
法
の
解
釈
変
更
な
ど
を
行
い
、
安
保
法
制

の
改
正
等
を
行
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

対
中
国
政
策
な
ど
で
の
日
米
協
力
の
強
化

　

自
衛
隊
の
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
へ
の
派
遣
要
請
が
焦
点
に
な
り
、
あ
ま
り

表
に
は
出
て
い
な
い
が
、
首
脳
会
談
で
は
台
湾
海
峡
問
題
で
の
対
中
政

策
も
話
し
合
わ
れ
て
お
り
、「
台
湾
海
峡
の
平
和
と
安
定
が
地
域
の
安

全
保
障
と
世
界
の
繁
栄
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
た
」
と
フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
に
明
記
し
て
い
る
。

　

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
訪
中
前
に
、
日
米
の
首
脳
が
「
対
話
を
通
じ
た

両
岸
問
題
の
平
和
的
解
決
を
支
持
し
、
武
力
や
威
圧
を
含
む
い
か
な
る
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形
で
の
一
方
的
な
現
状
変
更
の
試
み
に
も
反
対
す
る
」
こ
と
で
一
致
し

て
い
る
の
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

ま
た
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
（
F
O
I
P
）
の
推
進
や
ミ

サ
イ
ル
の
共
同
開
発
・
生
産
を
含
む
幅
広
い
安
保
協
力
で
一
致
し
た
と

さ
れ
て
い
る
。
大
統
領
の
訪
中
前
、
し
か
も
イ
ラ
ン
と
の
戦
争
の
最
中

で
あ
り
、
米
戦
力
の
中
東
へ
の
集
中
に
よ
り
米
国
が
イ
ン
ド
太
平
洋
及

び
東
ア
ジ
ア
へ
の
関
与
が
薄
く
な
り
が
ち
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
首

脳
の
対
中
、
対
北
朝
鮮
政
策
は
一
致
し
て
お
り
、
外
交
上
大
変
意
義
が

あ
る
。
さ
ら
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
経
済
安
保
の
協
力
を
深
化
さ
せ
、
将
来

的
に
米
国
産
原
油
の
共
同
備
蓄
、
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
や
南
シ
ナ
海
を
通
過

し
な
い
ア
ラ
ス
カ
産
原
油
確
保
へ
の
道
を
開
い
た
こ
と
も
評
価
し
た

い
。
ま
た
南
鳥
島
沖
の
レ
ア
ア
ー
ス
（
希
土
類
）
を
含
む
鉱
物
資
源
開

発
な
ど
の
協
力
強
化
を
確
認
し
た
こ
と
も
、
対
中
国
政
策
の
共
通
の
目

標
と
な
る
。

自
ら
の
国
は
自
ら
守
る
体
制
の
構
築

　

近
年
、
内
外
の
情
勢
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い
る
。
侵
略
戦
争

を
禁
じ
て
い
る
国
連
の
常
任
理
事
国
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
侵
略
し

て
か
ら
4
年
が
経
過
し
た
が
、
未
だ
停
戦
す
ら
で
き
て
い
な
い
。
今
年

1
月
3
日
、
米
国
は
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
へ
の
電
撃
的
な
斬
首
攻
撃
を
仕
掛
け
、

マ
ド
ゥ
ロ
大
統
領
夫
妻
の
拘
束
に
よ
る
政
権
の
転
覆
を
図
り
戦
闘
目
的

を
達
成
し
た
。
米
国
は
こ
の
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
攻
撃
の
成
功
を
得
て
、
2
月

28
日
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
と
も
に
イ
ラ
ン
へ
の
大
規
模
な
軍
事
攻
撃
を
開

始
し
た
。
イ
ラ
ン
の
主
要
な
施
設
を
爆
撃
し
、
最
高
指
導
者
ハ
メ
ネ
イ

師
他
の
首
脳
を
一
気
に
殺
害
し
た
。
文
字
通
り
斬
首
作
戦
は
成
功
し
た

か
に
見
え
た
が
、
イ
ラ
ン
は
反
発
を
強
め
、
政
権
転
覆
に
は
至
っ
て
い

な
い
。
し
か
も
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
を
実
質
的
に
封
鎖
し
、
石
油
を
人
質
に

し
た
徹
底
的
な
反
撃
作
戦
を
実
施
し
て
い
る
。

　

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
に
始
ま
り
、
米
国
の
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
攻
撃
・

イ
ラ
ン
攻
撃
を
見
る
と
、
戦
後
の
国
際
秩
序
は
崩
壊
し
て
お
り
、
国
連

は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
機
能
し
て
い
な
い
。
今
や
世
界
は
国
際
秩

序
を
空
想
的
概
念
と
し
て
と
ら
え
、
力
に
よ
る
平
和
を
追
及
し
よ
う
と

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
日
本
は
こ
の
厳
し
い
現
実
を
正
視
し
て
、

食
料
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
資
源
の
乏
し
い
国
家
と
し
て
「
自
ら
の
国
は
自

ら
が
守
る
」
気
概
と
覚
悟
が
必
要
な
時
が
来
て
い
る
こ
と
を
全
国
民
が

自
覚
す
べ
き
時
で
あ
る
。
日
本
と
し
て
の
国
益
追
求
を
第
一
義
に
生
き

残
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

自
衛
隊
は
国
家
・
国
民
の
生
命
財
産
を
護
る
存
在
と
し
て
唯
一
無
二

の
組
織
で
あ
る
。
自
衛
隊
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
、
外
国
か
ら
の
侵
略

を
抑
止
し
、
国
家
の
危
急
的
事
態
に
際
し
て
は
直
ち
に
対
処
行
動
が
取

れ
る
よ
う
に
体
制
を
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

憲
法
及
び
安
全
保
障
法
制
改
正
の
必
要
性

　

戦
後
80
年
以
上
が
経
ち
、
国
際
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
中
で
、

自
衛
隊
は
創
設
70
年
以
上
が
経
過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
は
一

言
一
句
変
更
さ
れ
て
お
ら
ず
、
何
の
規
定
も
さ
れ
て
い
な
い
。
明
記
さ

れ
て
い
な
い
の
で
政
府
は
解
釈
に
よ
る
自
衛
権
の
保
持
を
認
め
、
自
衛

隊
を
国
際
法
上
は
軍
と
位
置
付
け
て
い
る
が
、
国
内
法
的
に
は
警
察
と

同
じ
扱
い
に
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

平
成
27
年
9
月
19
日
に
成
立
し
た
『「
日
本
の
平
和
と
安
全
の
確
保
」

と「
国
際
協
力
へ
の
貢
献
」に
寄
与
す
る
た
め
の
平
和
安
全
法
制 

 注
』は
、

限
定
的
で
は
あ
る
が
集
団
的
自
衛
権
を
認
め
た
、
日
本
の
安
全
法
制
史

上
画
期
的
な
第
一
歩
を
記
し
た
法
制
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
憲
法
を

改
正
せ
ず
に
、
従
来
の
憲
法
解
釈
と
の
論
理
性
、
整
合
性
の
維
持
を
前

提
で
成
立
し
た
平
和
安
全
法
制
は
、
自
衛
隊
の
作
戦
運
用
上
、
制
約
や

課
題
を
残
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
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そ
の
第
一
点
目
は
、
平
時
の
自
衛
隊
に
は
国
を
守
る
実
効
性
の
あ
る

規
定
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
対
領
空
侵
犯
措
置
を
除
け
ば
警
察
権
及
び

自
衛
権
に
基
づ
く
行
動
・
根
拠
は
、
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
平
時
の
活

動
の
根
拠
は
設
置
法
の
調
査
研
究
で
あ
り
、
通
常
の
警
戒
、
監
視
の
任

務
は
丸
腰
で
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
点
目
は
、
平
時
か
ら

海
上
警
備
行
動
を
含
む
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
事
態
と
呼
ば
れ
る
武
力
行
使
に

至
ら
な
い
事
態
（
重
要
影
響
事
態
）
に
お
い
て
自
衛
隊
は
警
察
権
以
下

の
制
約
下
で
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
三
点
目
は
、

海
外
任
務
で
は
武
力
の
行
使
は
禁
止
さ
れ
、
警
察
権
の
範
囲
で
の
武
器

使
用
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
四
点
目
は
、
存
立
危
機
事
態
に

認
定
さ
れ
、
更
に
武
力
攻
撃
事
態
に
な
っ
て
始
め
て
、
集
団
的
自
衛
権

を
含
む
自
衛
権
の
行
使
（
武
力
行
使
）
が
可
能
と
な
る
が
、
対
応
に
時

間
を
要
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

憲
法
改
正
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
方
式
の
自
衛
隊
法
の
改
正

　

憲
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
与
党
合
意
文
書
に
は
令
和
7
年
臨
時
国
会

中
に
9
条
及
び
緊
急
事
態
条
項
に
つ
い
て
条
文
起
草
協
議
会
を
設
置

し
、
令
和
8
年
度
中
に
緊
急
事
態
条
項
に
係
る
条
文
案
の
国
会
提
出
を

目
指
す
と
し
て
い
る
。
憲
法
9
条
改
正
に
つ
い
て
は
自
民
党
の
「
自
衛

隊
明
記
」
と
維
新
の
「
国
防
軍
保
持
」
で
両
党
に
隔
た
り
が
あ
る
が
、

自
衛
隊
を
明
記
し
安
保
法
制
の
抜
本
的
な
改
正
を
行
う
こ
と
に
は
賛
成

す
る
が
、
明
記
の
み
で
自
衛
隊
の
行
動
に
関
す
る
規
定
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

方
式
な
ら
ば
、
現
在
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
。

　

自
衛
隊
は
警
察
予
備
隊
の
後
身
で
あ
る
た
め
、
自
衛
隊
が
許
さ
れ
る

行
動
は
自
衛
隊
法
に
規
定
さ
れ
、
警
察
の
よ
う
な
行
政
機
関
と
同
じ
く

す
べ
て
の
行
動
に
法
律
の
根
拠
を
要
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
（
根
拠

規
定
）
方
式
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
一
般
的
な
国
家
の
軍
隊
の
行
動
は
、
国
内
法
の
規
定
を
必
要

と
し
な
い
。
国
際
法
で
禁
止
す
る
行
動
以
外
は
原
則
可
能
と
す
る
部
隊

行
動
基
準
（
R
O
E
）
か
ら
導
く
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
リ
ス
ト
（
禁
止
規
定
）

方
式
で
あ
る
。
こ
れ
が
国
際
標
準
で
軍
の
派
遣
の
可
否
を
政
府
が
迅
速

に
決
め
得
る
根
拠
に
な
る
。

　

参
議
院
で
は
憲
法
改
正
の
発
議
に
必
要
な
議
員
数
3
分
の
2
に
満
た

な
い
の
で
当
面
は
協
議
会
を
通
じ
た
積
極
的
な
議
論
と
世
論
の
喚
起
を

期
待
す
る
。

最
後
に

　

国
民
の
圧
倒
的
な
支
持
に
よ
り
総
選
挙
に
大
勝
し
た
高
市
政
権
は
、

衆
議
院
で
は
憲
法
改
正
案
を
単
独
で
可
決
で
き
る
3
分
の
2
以
上
の
議

席
を
獲
得
し
た
こ
と
か
ら
、
安
倍
政
権
で
さ
え
な
し
え
な
か
っ
た
戦
後

の
日
本
を
形
作
っ
て
き
た
多
く
の
宿
題
と
り
わ
け
憲
法
改
正
に
早
急
に

取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。「
自
衛
隊
は
国
内
法
上
軍
隊
で
は
な
い

が
、
国
際
法
上
は
軍
隊
扱
い
さ
れ
る
」
と
の
法
的
論
理
矛
盾
と
曖
昧
さ

を
一
日
も
早
く
解
決
し
て
ほ
し
い
。
憲
法
第
9
条
第
2
項
が
安
全
保
障

政
策
の
大
き
な
足
か
せ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
憲
法
改
正
は
待
っ
た

な
し
の
状
況
で
あ
る
。
憲
法
改
正
と
国
防
の
必
要
性
を
正
面
か
ら
掲
げ
、

中
国
か
ら
の
圧
力
に
屈
し
な
か
っ
た
高
市
総
理
及
び
自
民
党
に
国
民
は

圧
倒
的
な
支
持
を
し
た
の
で
あ
り
、
高
市
総
理
に
は
国
民
の
期
待
を
一

身
に
担
い
力
強
く
、
健
康
に
留
意
し
て
、
政
権
運
営
に
当
た
ら
れ
る
こ

と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。

注
：�

①
武
力
攻
撃
・
存
立
危
機
事
態
法
、②
重
要
影
響
事
態
法
、③
国
際
平
和
協
力
法
（
P
K
O

法
）、
④
自
衛
隊
法
等
の
改
正
と
国
際
平
和
支
援
法
な
ど
11
本
の
法
律
（
法
律
の
改
正
と

新
法
）
か
ら
な
る
。




